
令和８年４月更新

① 豊島区に住所のある満65歳以上のかた
② 聴覚障害による補聴器（補装具購入費）の支給を受けていないかた
③ 耳鼻咽喉科の医師から中程度難聴との証明を受けたかた

以下の要件のすべてを満たすかた

助成上限額

対象者

助成内容

• 申請前に購入された補聴器の費用については助成対象外です。
必ず、補聴器購入前に申請してください。

• 医療機関での聴力検査の結果、助成の対象とならない場合もござい
ます。あらかじめご了承ください。

• 補聴器購入の際の領収書を紛失された場合、助成できません。
大切に保管してください。

• 予算上限に達し次第、当年度分の受付を終了します。

介護保険料所得段階 6以上
（住民税本人課税）

介護保険料所得段階 1～5
（住民税本人非課税）

20,000 円50,000 円

注意事項

• 過去5年以内に本助成を受けているかたは対象外です。
• 故障、修理、メンテナンスなどは対象外です。
• 受診料、検査費用および証明書料、送料等は自己負担です。
• 管理医療機器としての補聴器および付属品が対象です。
集音器等は対象外となります。

• 購入額が助成上限額を下回る場合は、
購入額（千円未満切り捨て）が助成額となります。

例 助成上限額50,000円のかたが、49,800円の補聴器を購入した場合

助成上限額
50,000円

購入額
49,800円＞

助成額
49,000円

（千円未満切り捨て）

高度難聴と診断されたかたは、補装具費の支給を受けられる場合があります。
障害福祉課（身体障害者支援グループ 03-3981-2141）にご相談ください。

豊島区HP

買い替えも対象になりました!

高齢者補聴器購入費助成事業



• お住まいの地域の高齢者総合相談センターでご相談ください。
• 対象要件等を確認し、証明書用紙をお渡しします。

お住まいの地域の高齢者総合相談センターで相談・申請

相談

助成までの流れ

• 下記3点を、高齢者総合相談センターへ提出してください。
①高齢者補聴器購入費助成金請求書
②領収書（写し可）
③通帳（振込口座）のコピー ※外面・内面
※請求書類と併せて印鑑をお持ちください

• 指定の口座に助成金を振り込みます。

請求

• 証明書用紙を持って耳鼻咽喉科を受診してください。
• 補聴器使用が必要であると医師により認められたときは、
医師へ証明書の作成（区様式）を依頼してください。

• 検査の際は、証明書料、診察・聴力検査料などの費用が
かかります。詳しくは受診される医療機関にご確認ください。

医療機関
を受診

• 下記2点を、高齢者総合相談センターへ提出してください。
①医師が作成した証明書（区様式）※作成から３か月以内のもの
②高齢者補聴器購入費助成申請書

申請

• 約2週間前後で、区から決定通知書が届きます。
※決定通知書が届くまでは、購入しないでください決定

• 補聴器を購入し、購入店舗から領収書をもらってください。
※宛名は申請者本人
※領収書は必ず保管してください

購入

助成

R7-05補聴器



認定補聴器専門店について

参考◇豊島区内の認定補聴器専門店

電 話 番 号所 在 地店 舗 名

03-5927-1131
1-28-1

8

03-3983-3149
1-35-3

3F

03-3981-3311
1-11-1

7F

03-5961-15334-28-4( )

03-5951-8030
1-1-25

5 11
5

03-6773-4741
3-23-7

5F

050-3116-8413
1-1-25

8

03-3576-1633
3-1-11

1F
Audika

（認定年度順・令和８年４月時点）

豊島区外の店舗をお探しのかたはこちら
□公益財団法人テクノエイド協会「認定補聴器専門店一覧」
https://www5.techno-aids.or.jp/shop/map.php

補聴器の使用中または買い替えを検討中のかたへ
• 補聴器は「認定補聴器技能者」などの専門知識・技術を持った者に調整(フィッティング)
してもらうことが効果的です。

• 専門知識・技術を持った者がいる販売店(認定補聴器専門店など)もあります。

認定補聴器専門店とは…
「認定補聴器技能者」が在籍し、補聴器の調整・選定に必要な施設設備について公益財団法人
テクノエイド協会の認定審査基準を満たしているお店です。

認定補聴器専門店についてもっと知りたい方はこちら
□公益財団法人テクノエイド協会「認定補聴器専門店とは」
https://www5.techno-aids.or.jp/nintei.php

購入前に申請が必要です。
まずは、お近くの高齢者総合相談センターにご相談ください。



03-4566-2432
豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

SDGs未来都市としま

R7-05補聴器

担当地域電話番号所 在 地名 称

巣鴨３～5丁目
西巣鴨１～４丁目
北大塚１・2丁目

03-3576-2245
西巣鴨2-30-19
特別養護老人ホーム
「菊かおる園」内

菊かおる園
高齢者総合相談センター

駒込１～７丁目
巣鴨１・２丁目
南大塚１～３丁目

03-5319-8703南大塚2-36-2東 部
高齢者総合相談センター

03-6903-5137駒込2-2-4
区民ひろば駒込内

東部
高齢者総合相談センター
こまごめ相談室

北大塚３丁目
上池袋１～４丁目
東池袋１～５丁目

03-5985-2850
東池袋1-39-2
豊島区役所東池袋分庁舎
４階

中 央
高齢者総合相談センター

南池袋１～４丁目
雑司が谷１～３丁目
高田１～３丁目
目白１・２丁目

03-5958-1208南池袋3-7-8
「オリナスふくろうの杜」1階

ふくろうの杜
高齢者総合相談センター

西池袋１～５丁目
池袋３丁目
目白３～５丁目

03-3986-3993西池袋3-22-16
豊島区医師会館２階

豊島区医師会
高齢者総合相談センター

池袋１・２・４丁目
池袋本町１～４丁目03-3986-0917

池袋本町1-29-12
特別養護老人ホーム
「池袋ほんちょうの郷」内

いけよんの郷
高齢者総合相談センター

南⾧崎１～６丁目
⾧崎２～６丁目03-5965-3415

⾧崎4-23-1
特別養護老人ホーム
「アトリエ村」内

アトリエ村
高齢者総合相談センター

⾧崎1丁目
千早１～4丁目
要町１～３丁目
高松１～３丁目
千川1・２丁目

03-3974-0065
千早2-39-16
西部区民事務所等
複合施設２階

西 部
高齢者総合相談センター

申請・問い合わせ先:各高齢者総合相談センター


